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                    ● 計 画 の 主 旨 ●                              ◎ 計 画 の 概 要 ◎ 

                                                                   １ 男女共同参画における江田島市の特徴 （アンケート調査から）  
                                                                   （１）平成 28年度「江田島市の男女共同参画に関する意識調査」結果と，「男女共同参画社会に

関する世論調査」（平成 28年度内閣府）結果の比較。                               
                                                                「家庭生活における男女の地位の平等感」           
                                                                      

 
                       

  
                                                                   
                                                       （２）特徴的課題 
                                                                        本市における男女共同参画の状況は，職場の地位，学校教育，議会や政治，社会通念やしき

たり等，それぞれにおいて課題はあるものの「家庭生活における男女の地位の平等感」が全国

調査と比較して 15.4％の格差がある。回答の「分からない」「無回答」22.4％を含めると，さ

らに家庭内の不平等感が大きいのが特徴である。 
                                                          
                                                         ２ 基本理念 

                                                              「 ～ 男女が共に認め合い，共に活躍する『恵み多き島』 えたじま ～ 」 
                                                             
                                                         ３ 施策の展開及び基本目標 

① 男女の人権の尊重 
① 男女の個人としての尊厳を重んじ，男女の差別を無くし，
男性も女性も一人の人間としての能力を発揮できる機会
を確保する。 

② 社会における制度又は慣行の配慮 ② 固定的な役割分担意識にとらわれず，男女ともに様々な
活動ができるよう，社会制度や慣行のあり方を考える。 

③ 政策等の立案及び決定への共同参画 ③ 男女が社会の対等なパートナーとして，あらゆる分野に
おいて方針の決定に参画できる機会を確保する。 

④ 家庭生活における活動と他の活動の両立 
④ 男女が対等な家族の構成員として，互いに協力し，家族
としての役割を果たしながら，仕事や学習，地域活動等が
できるようにする。 

⑤ 国際的協調 ⑤ 男女共同参画づくりのために，国際社会と共に歩むこと
も大切。他の国々や国際機関と相互に協力して取り組む。 

 

                ◆計画の位置付け◆ 
                        

                                                                        

 

                                                                                      

                                                          ４ 江田島市における男女共同参画の変革イメージ 
                                                                        
                                                                    

平成 28年度意識調査 平等になっている 

全 国 調 査 47.4％ 

江 田 島 市 32.0％ 

国の責務 
●基本理念に基づき，男女共同

参画基本計画を策定。 
●積極的改善措置を含む，男女

共同参画社会づくりのため

の施策を総合的に策定・実

施。 

地方公共団体の責務 
●基本理念に基づき，男女共

同参画社会づくりのための

施策に取り組む。 
●地域の特性を生かした施策

の展開。 
 
 
 

国民の責務 
●職域，学校，地域，家庭，

その他の社会であらゆる

分野において，基本理念に

基づいて男女共同参画社

会の形成に寄与するよう

に努める。 
 
 
 

●男女共同参画社会基本法 ●女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍

推進法）●配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV 防止法） 

●第４次男女共同参画基本計画 ●女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針 
●配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針 

●広島県男女共同参画推進条例 ●広島県男女共同参画基本計画（第４次） 
●広島県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画 

●第２次江田島市総合計画（市総合戦略）

●江田島市第２次男女共同参画基本計画 

根拠法 

国 

広島県 

男女がお互いの人権を尊重し，家庭における子育てや介護，仕事と家庭の両立，地域社会への参画など，

固定的な性別役割分担意識にとらわれることなく，一人一人が責任を担い，個性や能力を十分発揮してい

くことができる男女共同参画の社会づくりが必要です。本市では，男女共同参画基本法を踏まえ，平成

19 年 3 月に「江田島市男女共同参画基本計画」を策定。計画期間満了に伴い「江田島市第２次男女共同

参画基本計画」を策定する。 

市人権教育・啓発指針，地域福祉計画，子ども・ 
子育て支援事業計画，健康江田島 21 計画，障害 
者計画，障害者福祉計画，高齢者福祉計画 
など・・・・・ 
 
 

 
 

【基本目標 1】男女が共に認め合う社会づくり 

① 男女共同参画の理解促進と意識の浸透 
② 男女の意識の変革による男女共同参画の促進 
③ 学びの場における男女共同参画教育の推進 

【基本目標２】男女が共に活躍できる社会づくり（女性活躍推進計画） 
④ 社会のあらゆる分野での政策・方針決定過程への女性の参画促進 
⑤ 職場における男女共同参画の推進 
⑥ 仕事と家庭が両立できる社会環境づくり 
⑦ 地域社会における男女共同参画の推進 

【基本目標３】誰もが安心して暮らせるまちづくり 
⑧ あらゆる暴力の根絶（DV対策基本計画） 

⑨ 生涯を通じた健康支援 

⑩ 誰もが安心できる福祉のまちづくり 

 

◆ 国・地方公共団体及び国民の役割 ◆ 

江田島市 

 

男女共同参画
社会の実現
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■男女共同参画社会における５つの基本理念■ 
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